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【事案の概要】
　本件原告は、意匠に係る物品を「バケツ」とす
る意匠登録第1509040号の意匠権者である。被告は、
本件意匠登録につき、意匠法３条１項３号に該当す
ることを理由として無効審判請求をし、特許庁は、

「登録を無効とする。」との審決をしたため、原告が、
審決の取消しを求めたものである。

　裁判所は、本件登録意匠は、引用意匠に類似する
として、無効審決を維持した。本件では、意匠の類
否判断における公知意匠の参酌方法が論点となって
おり注目される事案である。特に、両意匠の要部（共
通点）の認定において、「引用意匠公開後の公知意匠」
を参酌すべきか否かの論点が注目される事例である。
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【本件登録意匠（意匠登録第1509040号）】

【本件審決の理由】（アンダーラインは筆者が記載し
た。）
　本件審決は、本件登録意匠は引用意匠１（製品名

「ウェイビー801」）に類似する意匠であるから、意匠
法３条１項３号により意匠登録を受けることができ
ないと判断した。
　本件審決が認定した本件登録意匠と引用意匠１

（以下、併せて「両意匠」という。）の形態上の共通
点及び差異点は、それぞれ次のとおりである。
ア　共通点（以下の各共通点を「本件共通点」と総

称する。）
・全体が本体部、蓋部、取っ手により構成された

もので、本体部周側面及び蓋部の全体に、一様
の凹凸形状を形成したものである点（共通点

（Ａ））
・本体部を、下方向にごく僅かにテーパーのつい

た略円筒形状とし、本体部の高さが本体部上面
の直径よりも短く、本体部上面の周縁に外方
に逆Ｌ字状に小さく突出する細幅で蓋部と略同
厚の縁部を有し、正面視左右の対向する位置で
あって前記縁部から下方に向かって設けられた
扁平直方体状の取っ手取り付け部を配し、全高

（上端縁部を除く。）にわたる縦方向の細い筋状
の凹凸形状を周方向に連続して多数施したもの
である点（共通点（Ｂ））

・蓋部は、本体部上端縁と略同径の円板状とし、
その表裏の表面ほぼ全面を細い筋状の凹凸形状
に形成して、裏面の外周端部に細幅の平坦面部
を設けて、その内側に外周に沿うように細幅帯
状の薄い凸状枠部を設けたものである点（共通
点（Ｃ））

・取っ手は、細幅薄板状体を正面視略半円弧状の

アーチ状とし、両端の先端部を弧状とし、本体
部の取っ手取り付け部の外側に設けたものであ
る点（共通点（Ｄ））

・蓋部はやや明調子で、本体部はそれより暗調子
である点（共通点（Ｅ））

イ　差異点（以下の各差異点を「本件差異点」と総
称する。）
・取っ手の態様について、本件登録意匠は、両端

部を側面視略Ｕ字状に形成したものであるのに
対して、引用意匠１は、両端側の板状体をやや
幅広の隅丸長方形状とし、一方の隅丸長方形状
部分の上方寄りに縁部を有する小型円形状孔部
を設けたものである点（差異点（ア））

・本体部と蓋部の凹凸形状について、本件登録意
匠は、断面視形状がやや先端が尖った山型状の
突条を連続した態様であるのに対して、引用意
匠１は、先端がやや緩やかな波型状の突条を連
続した態様である点（差異点（イ））

・蓋部の裏面の態様について、本件登録意匠は、
裏面中央に本体部への掛部となる短い円柱の先
端に底面視小型円形状板体を設けた突起部を配
し、凸状枠部の内側に細い突条が縦横２本ずつ
互いに交差する井桁状の補強用のリブを設けた
ものであるのに対して、引用意匠１は、突起部
も井桁状の補強用のリブも有していないもので
ある点（差異点（ウ））

・取っ手の明暗調子について、本件登録意匠は、
本体部と同様の暗調子であるのに対して、引用
意匠１は、蓋部と同様の明調子である点（差異
点（エ））

【当裁判所の判断】（アンダーラインは筆者が記載し
た。）

１　本件登録意匠と引用意匠１（両意匠）の類否に
ついて

（１）類否判断の前提となる事実
…（省略）…
以上によれば、本件審決が認定するとおり、

両意匠の間には、本件共通点（共通点（Ａ）な
いし（Ｅ））と本件差異点（差異点（ア）ないし

（エ））が認められる。

（２） 両意匠の類否


